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横浜市泉福祉保健センター長

平成２２年１月１日付け保護変更決定処
分(重度障害者加算)

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）による上記処分
に対し、平成２２年５月２１日付けをもって審査請求人から提起のあった審査請求
について、次のとおり裁決する。　　　∧　　　 ユ

主　文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　＼
本件審査請求に係る横浜市泉福祉保健センター長が行った平成２２年Ｌ月１日付｡･、　　　　　　　　　　　　　y
け生活保護変更決定処分(重度障害者加算)については、これを取り消す。

理　由

１　事　実　　　 上　　 、　／　　　　二　　　　　　　　　∇
審査請求人 ㎜ （以下「請求奏」という。）が審査庁に提出した審査

請求書及び反論書、並びに横浜市泉福祉保健センター長（以下「処分庁」とい

う。）から提出された弁明書及び関係書類に基づき、次の事実を認定する。
（１）平成１ ２年７月１８日、処分庁は請求人に対し、法に基づく保護を開始し

たこと。また、請求人が障害基礎年金●級を受給していることから、同日付

けで「生活保護法による保護の基準」（昭和３８年４月１日厚生省告示第ｉ
５お号。以下「保護基準」という。）別表第１第２章一2  ― (2) ―アによる

障害者加算を認定したこと。

（２）平成１９年４月４日、処分庁は、請求人に係る身体障害者手帳（同年３月

二 ５日交付）の写しを収受しヽ身体障害者等級表によ今級別が●級であること

,該



を 確 認 し た こ ど。　　 十　　 卜　　　　　　　　 ｀ ＼　　　　 ご

（ ３ ） 平 成 ２ ２ 年 ３月 ２ ３ 日 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 に 係 る 保 護 基 準 別 表 第 １ 第 ２ 章

ｊ － ２ －（ ３ ）に よ る 障 害 者 加 算 （以 下 「重 度 障 害 者 加 算 」 とい う。 ） が 認 定 さ

れ て い な か っ/た こ と を 発 見 し た ご と ○･　　●　II　　　l　　il　■　　　　　､¶　　　　　　’a　・

（４ ） 同 年 ３ 月 ２ ４ 日 、 処 分 庁 は 請 求 人 に 対 し √ 同 年 ！ 月 １ 日 付 け で 保 護 変 更 決

定 処 分 （以 下 上「本 件 処 分 」 と い う。 ） を 行 い 、」重 度 障 害 者 加 算 を 遡 及 し て 蒭

定 し た こ と。　　　　　　　　 卜

２　 請 求人 の 主 張 ＝　　　　　　　 十　　　 ＼　　　　　　　　　 コ

請 求 人 の 主 張 は 、概 ね次 の とお り と解 され るOI.　 、　　　　　-｡･　　-　　　　-I　　　　　－

・　平 成 １ ９年 ４月 か ら 平 成 ２ ２年 ３月 ま で の 重 度 障 害 者 加 算 が見 落 と さ れ てい た。
が 、 追 加 支 給 さ れ た の は平 成 ２ ２年 １ 月 か ら ３月 ま で の ３ か月 分 で あ っ た 。 こ の

分 を 除 き √ 支 給 され な か っ た の は ３ ３ か月 分 で4  7  4,  5 ４ ０ 円 に な る。 ま た、

請 求 人 は 障 害 基 礎 年 金 を 受 給 し てお り 、 こ れ に基 づ き、 保 護 開 始 時 か ら 障 害者 加

算 が認 定 さ れ て い た。 こ の 時 点 か ら重 度 障 害 者 加 算 の認 定 漏 れ が あっ た の で あ れ

ば 、 柬 給 され な かっ たの は ９年 ６か月 分 で1,  6  3  9, 。３ ２ ０円 に な､る。

こ れ ま で の 請 求 人 の 生 活 は 、公 共 料 金 の 滞 納 があ り 、 介 護 用 品や 生活 必 需 品 が

購 入 で き ない 状 況 で あ る。 テ レ ビ 、 洗 濯 機 、 ガ ス レ ン ジ は故 障 しT（ 使 用 で きず 、

電 子 レ ン ジ 、 電 話 機 も な く 、こ冷 蔵 庫 。､エ ア コ ンは 冷 えた り 冷 え な かっ た りす る。

生 活 は 不 便 で あ り 、7手 足 の不 自 由 な 請 求 人 に は、 よ り 困難 で あ り苦 悩 で あ る。 こ

の 状 況 ぱ 、 重 度 障害 者 加 算 の認 定漏 れ が な け れ ば改 善 さ れてい た と 考 え る。

十 法 第 ９条 に 照 らせ ば 、 処 分 庁 は 、 「実 際 の 必 要 の 相違 を 考 慮 」 す る こ と を 怠 っ

て い る 。 重 度 障 害 者 加 算 の認 定 が漏 れ て い た こ と に よっ て 生 じ た 生 活 状 況 の悪 化

を まっ た く 考 慮 せ ず 、原 則 に従 っ た だ け の処 分 庁 の回 答 は妥 当 な も ので は ない。

ユ 処 分 庁 は 、 平 成 ２ ２年‘3 月 ２ ３ 日 に重 度 障 害 者加 算 の認 定 漏 れ を 発 見 し た と主

張 し 七い る が 、 同年 １月 ２ ２ 日に 担 当 者 か ら 連絡 が あ り 、 「平 成 ２！ 年 １ ２月 に

監 査 が 入 り 、 身 体 障 害 者 平 帳 の● 級 で あ れ ば 交通 機 関 が 平 額 で 利 用 で き る の で 、

通 院 交 通 費 め 支 給 も減 額 す る よ うに と の指 示 が あ っ た 。 」 と言 われ た 。 こ の指 示

に よ り身 体 障 害 者 手 帳● 級 の 再確 認 が 行 わ れ 、認 定 漏 れ の発 見り き っ 力ヽ け に なっ
I●　　　　　　　　　　　　　　　I｀　　　　　　　　　　　･J　　　　　　　　・

た と考 え られ る 。ご処 分 庁 は 、・「認 定 漏 れ の 発 見後 、 遅 滞 な く 保 護 決 定 ・ 通知 をお

こ な っ て い る 。卜 とい うが 、認 定 漏 れ の 発 見 は平 成 ２ ２年 ３月 ２ ３ 日以 前 と 考 え

られ る た め、` 「正 当 に行 われ た も の 」 と は 考 えら れ ない 。十　　　　　　　　　　 二

よって 、 本 件 処 分 の 取 り消 し を 求 める √　　　　　　　　　　 ／



３　 処 分 庁 の 主 張　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －

生 活 保 護 制 度 に お い て は 、 生 活 保 禪 費 支 給 の 遡 及 限 度 は ２ か 月 程 度 と さ れ て い

る√ 生 活 保 護 別 冊 問 答 集 間13-2 「扶 助 費 の 遡 及 支 給 の 限 度 及 び 戻 入 、 返 還 の

例 」 に よ れ ば 、 「 ２ か 月 を 超 え て 遡 及 す る 期 間 の 最 低 生 活 費 を 追 加 支 給 す る こ と

は 、 生 活 保 護 め 扶 助 費 を 生 活 困 窮 に 直 接 的 に 対 処 す る 給 付 と し て 考 え る 限 り 妥 当

で な い 」 と あ る よ う に 、 法 第 ９ 条 「必 要 即 応 の 原 則 」 に 照 ら し て 、 請 求 人 の 長 女

、に 対 し て ３ か 月 を 超 え る 期 間 の 遡 及 が で き な い と 回 答 し た こ と に つ い て は 、 処 分

庁 と し て 妥 当 な も の で あ る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▽

重 度 障 害 者 加 算 の 認 定 漏 れ に つ い て は 事 実 で あ り 、 処 分 庁 の 錯 誤 に よ る も の で

あ る が゙ 、 処 分 庁 は √ 認 定 漏 れ の 発 見 後 、 遅 滞 な く 保 護 決 定 ・通 知 を お こ な っ て い

●　　　・　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉる 。 し た が っ て 、 本 決 定 の 手 続 き に 瑕 疵 は な く 、 正 当 に 行 わ れ た も の と 考 え る 。

よ っ て 、 本 件 審 査 請 求 を 棄 却 す る と の 裁 決 を 求 め る。　　　　　　 づ

４　判｡･断　　　　　　　　　　　　 卜　　　 ＼ ”　　　＼　　卜
本件審査請求については、以上の事実及び請求人、処分庁の主張を踏まえ、次
のとおり判断する。

法による保護は、保護の程度について、「厚生労働大臣の定める基準により測

定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすこど
のできない不足分を補う程度において行う」（法第８条第１項）とされ、その基

準は、「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に
応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであっ

て、且つ、これをこえないものでなければならない6 」（法第８条第２項）と規

定されている。また、保護の実施機関は、▽「保護の変更を必要とすると認めると
きは、すみやかに、職権をもってその決定を行い、（略）被保護者に通知しなけ

ればならない。」（法第２５条第２項）と規定されている。　　　　　　 し
障害者加算の認定については、「生活保護法による保護の実施契領にっい七」

（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長頑知）第7-2- 。(2) -

エ ー（ウ）において、「月の中途で新たに障害者加算を認定し、又はその認定を
変更し若しくはやめる‘べき事由が生じたときは、それらの事由の生じた翌月から

加算に関する最低生活費の認定変更を行う」こととされ、重度障害者加算につい

ては、保護基準別表第１第２章一２－（３）､において、「特別児童扶養手当等の

,;5０



支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０７号）別表第１に定める程度の

障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者（略）ごにつ

いては、別に14,  380 円を算定する」と規定されている。また、横浜市では、

重度障害者加算の認定に当たり、「生活保護問答集JT（平成１９年３月横浜市健
康福祉局保護課発行）問６２の答（１）において、‘「身体障害者手帳●級の交付

を受けた者」を算定の対象と定めている。　　　　　 ▽　　　　　　　　△
最低生活費の認定を変更すべき事由が事後において明らかとなった場合におけ

る扶助費､の追加支給の限度については、「生活保護問答集につ」いで」（平成２１
年３月３１日厚生労働省社会･ 援護局保護課長事務連絡（以下「問答集」とい

う。）⊃ 問13-2  ( 答）１において、づ「最低生活費の遡及変更は２か月程度

（発見月及びその前月分まで）と考えるべきであろう。（咯）２か月を超えて遡
及する期間の最低生活費を追加支給することは、生活保護の扶助費を生活困窮に
直接的に対処する給付として考える限り妥当でないj とされ、横浜市ヤは、「扶

助費の遡及支給について」（平成１３年２月１６日福保第４ ７ ９号福祉局保護課
長通知）により、「要件をすぺて満たし、かつ実施機関が特例的に２か月を超え

て遡及支給が必要と判断した事例については、福祉局保護課に文書で協議」する
こととし、必要に応じて国に情報提供し、その結果等によって遡及支給の可否を
判断すると定めている。

これを本件処分についてみると、処分庁は、平成１９年４月４日に請求人の身
体障害者手帳（同年３月５日交付）の写しを収受し、身体障害者等級表による級
別が●磁力あ名ことを湎認したことが郡めら柞る．吟害者加算の郡刻と当たって
は 、 「事 由 の 生 じ た 翌 月 か ら 加 算 に 関 す る 最 低 生 活 費 の 認 定 変 更 を 行 う 」 こ と と

さ､れ 、 処 分 庁 は 、 少 な く と も 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 鵑 求 人 に 係 る 重 度 障 害 者 加 算 を 認

定 す る 必 要 が あ っ た が 、 加 算 の 認 定 に 漏 れ が 生 じ て い た た め 、 平 成 ２ ２ 年 ３ 月

２ ４ 日 付 け で 同 年 １ 月 １ 日 に 遡 及 し て 重 度 障 害 者 加 算 を 認 定 す る 本 件 処 分 を 行 っ

た こ と が 認 め ら れ る 。　　 ．Ｉ　　　　Ｉ　　　　　　　　　　･　
、　。　　　　　・　・　　　　　　　　　Ｉ　　

・　　　。
ｌ　　　　　　・／　生 活 保 護 費 の 遡 及 変 更 に つ い て は 、 原 則 ２ か 月 程 度 （発 見 月 及 び そ の 前 月 分 ま

で ） と ぎ れ て お り’、 こ の こ と は 本 件 処 分 の よ う な 実 施 機 関 に よ る 錯 誤 等 の 場 合 も

一 般 的 に は 同 様 と 解 さ れ る
Ｏ

し か し な が ら 、 保 護 の 実 施 機 関 は 、 保 護 の 変 更 が 必 要 と 認 め ら れ る と き は 、 速

や か に 職 権 を 持 っ て そ の 決 定 を 行 わ な け れ ば な ら な い と 規 定 さ れ て い る こ と か も 、

届 出 を 行 っ た 被 保 護 者 は 潜 在 的 な 保 護 受 給 権 を 有 し て い る と 考 え ら れ る た め 、 要
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件夸満たす場合には、個即こ判断し、濶及支給を認める場合為あると解さ鄒てい

る。横浜市においても「実施機関が特例的に２か月を超えて遡及支給が必要と判

断した事例」については、必要に応じて国に情報提供し、その結果等によって遡
及支給の可否を判断すると定めているが、卜処分庁は、何らかの検討又は判断を行

うことなく本件処分を行ったことが認められる。　　　　　　　　　　　　 ヅ

した］がって、遡及支給め必要性について十分な検討が行われないまま決定され
た本件処分は、手続きに瑕疵があるといわざるを得ず4 取り消すことが妥当と判

断する。　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　 ニ

以上によ､り、本件処分は取り消されるべきとする請求人の主張に理由があるこ
とから、行政不服審査法（昭和３７年法律１６０号）第４０条第３項の規定によ

り、主文のとおり裁決する。　　　　 卜　 卜　　　　・　　　　 ご

平成 ２３年３月 ３ １ 日

神奈川県知事　 ，松沢　成

吟乙


